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毎
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発
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令
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規
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訓
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人
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山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
五
項
を
削
る
。

別
表
第
二
の
10
の
項
中
「山

口
県
菅
野
ダ
ム
管
理
事
務
所

」
を
「山

口
県
菅
野
・
平
瀬
ダ
ム
統
合
管

理
事
務
所

」
に
改
め
、
同
表
の
17
の
項
の
⑼
中
「⑻

」
を
「⑽

」
に
改
め
、
同
項
中
⑼
を
⑾
と
し
、
同

項
の
⑻
中
「新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置

」
を
「特

定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

等

」
に
改
め
、
同
項
中
⑻
を
⑽
と
し
、
⑺
を
⑼
と
し
、
同
項
の
⑹
中
「、

第
⚒
項

」
を
「－

第
⚓
項

」

に
改
め
、
同
項
中
⑹
を
⑻
と
し
、
⑶
か
ら
⑸
ま
で
を
削
り
、
⑵
を
⑺
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

⑵
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
代

行
等
（
法
第
26条
の
２
第
２
項
、
第
３
項
）

〇

⑶
他
の
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
応
援
又
は

応
援
の
要
求
（
法
第
26条
の
３
第
１
項
）

〇

⑷
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実

施
の
た
め
の
事
務
の
委
託
（
法
第
26条

の
５
）

〇

⑸
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置
の
公
示
の
要
請
（
法
第
31条
の
６

第
６
項
）

〇

⑹
感
染
を
防
止
す
る
た
め
の
協
力
要
請
等

（
法
第
31条
の
８
第
１
項
－
第
３
項
、
第
45

条
第
１
項
－
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚒
の
表
中
山
間
地
域
づ
く
り
推
進
課
の
部
⚓
の
項
の
⑴
中
「第

⚘
項

」
を
「第

11項

」

に
改
め
、
別
表
第
三
の
⚓
の
表
男
女
共
同
参
画
課
の
部
⚒
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
困
難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性
へ
の

支
援
に
関
す
る
法

律
（
令
和
４
年
法

律
第
52号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
県
の
基
本
計
画
の
策
定
等
（
法
第
８
条
第

１
項
、
第
４
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚓
の
項
の
⚳
中
「⚲

」
を
「⚷

」
に
改
め
、
同
項
中
⚳
を
⚸

と
し
、
⚲
を
⚷
と
し
、
⚱
を
⚶
と
し
、
同
項
の
⚰
中
「国

定
公
園
の
公
園
事
業

」
を
「国

定
公
園
事

業

」
に
改
め
、
同
項
中
⚩
か
ら
⚰
ま
で
を
⚮
か
ら
⚵
ま
で
と
し
、
⚮
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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⚬
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
申
請
又
は
認

定
（
法
第
42条
の
４
第
１
項
、
第
３
項
）

〇

⚭
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
認
定
の
取
消

し
（
法
第
42条
の
６
第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚓
の
項
中
⚨
を
⚫
と
し
、
⑽
か
ら
⚧
ま
で
を
⒀
か
ら
⚪
ま
で

と
し
、
⒀
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾
協
議
会
の
組
織
（
法
第
16条

の
２
第
１

項
、
第
42条
の
２
第
１
項
）

〇

⑿
利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
申
請
（
法
第

16条
の
３
第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚓
の
項
中
⑼
を
⑽
と
し
、
同
項
の
⑻
中
「国

定
公
園
に
関
す

る
公
園
事
業

」
を
「国

定
公
園
事
業

」
に
改
め
、
同
項
中
⑻
を
⑼
と
し
、
⑺
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。⑻

協
議
会
へ
の
通
知
（
法
第
８
条
の
２
第
４

項
、
第
９
条
の
２
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚔
の
項
の
⒁
中
「⒀
」
を
「⒅

」
に
改
め
、
同
項
中
⒁
を
⒆

と
し
、
⑼
か
ら
⒀
ま
で
を
⒁
か
ら
⒅
ま
で
と
し
、
⒁
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
申
請
又
は
認

定
（
条
例
第
18条
の
８
第
１
項
、
第
３
項
）

〇

⒀
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
認
定
の
取
消

し
（
条
例
第
18条
の
10第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚔
の
項
中
⑻
を
⑾
と
し
、
⑷
か
ら
⑺
ま
で
を
⑺
か
ら
⑽
ま
で

と
し
、
⑺
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑸
利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
申
請
又
は
認

定
（
条
例
第
８
条
の
８
第
１
項
、
第
４
項
）

〇

⑹
利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
認
定
の
取
消

し
（
条
例
第
８
条
の
10第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚔
の
項
の
⑶
中
「第

⚗
条
の
⚒
第
⚑
項

」
を
「第

⚗
条
の
⚓

第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶
協
議
会
へ
の
通
知
（
条
例
第
７
条
の
２
第

２
項
、
第
７
条
の
４
第
２
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
健
康
増
進
課
の
部
⚙
の
項
の
⑴
中
「、

変
更
等

」
を
「又

は
変
更

」
に
改
め
、

「－
第
⚖
項

」
を
削
り
、
同
項
の
⑸
中
「第

32条
第
⚑
項
、
第
⚒
項
、
第
36条

第
⚓
項

」
を
「第

32
条
、
第
36条

第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑹
中
「第

36条
第
⚓
項

」
を
「第

36条
第
⚔
項

」
に
改
め
、

同
項
の
⑿
中
「⑾

」
を
「⚩

」
に
改
め
、
同
項
中
⑿
を
⚪
と
し
、
⚪
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒆
健
康
状
態
に
つ
い
て
の
報
告
の
求
め
の
実

施
に
係
る
委
託
（
法
第
44条
の
３
第
４
項
、

第
５
項
）

〇

⒇
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自

粛
対
象
者
の
医
療
費
の
負
担
の
決
定
（
法
第

44条
の
３
の
２
第
１
項
）

〇

保
健
所

⚦
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自

粛
対
象
者
の
療
養
費
の
支
給
の
決
定
（
法
第

44条
の
３
の
３
第
１
項
）

〇

保
健
所

⚧
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣

へ
の
応
援
等
の
要
請
（
法
第
44条
の
４
の
２

第
１
項
－
第
３
項
、
第
51条
の
２
第
１
項
－

第
３
項
）

〇

⚨
新
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
の
医
療
費
の

負
担
の
決
定
（
法
第
50条
の
３
第
１
項
）

〇

保
健
所

⚩
新
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
の
療
養
費
の

支
給
の
決
定
（
法
第
50条
の
４
第
１
項
）

〇

保
健
所

別
表
第
三
の
⚔
の
表
健
康
増
進
課
の
部
⚙
の
項
中
⑾
を
⒅
と
し
、
⑽
を
⒄
と
し
、
⑼
を
⒃
と
し
、
同

項
の
⑻
中
「第

⚗
項
、
第
⚙
項

」
を
「第

⚙
項
、
第
11項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑻
を
⒂
と
し
、
⑺
を
⒁

と
し
、
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺
公
的
医
療
機
関
等
並
び
に
地
域
医
療
支
援

病
院
及
び
特
定
機
能
病
院
の
医
療
の
提
供
の

義
務
等
に
係
る
通
知
（
法
第
36条
の
２
第
１

項
）

〇

⑻
医
療
措
置
協
定
の
締
結
（
法
第
36条
の
３

第
１
項
）

〇

⑼
公
的
医
療
機
関
等
又
は
医
療
機
関
の
管
理

者
に
対
す
る
指
示
等
（
法
第
36条
の
４
）

〇

⑽
検
査
等
措
置
協
定
の
締
結
（
法
第
36条
の

６
第
１
項
）

〇

⑾
病
原
体
等
の
検
査
を
行
っ
て
い
る
機
関
等

の
管
理
者
に
対
す
る
指
示
等
（
法
第
36条
の

７
）

〇

⑿
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
へ
の
事

務
の
委
託
（
法
第
36条
の
９
第
２
項
、
第
36

〇

二

山 口 県 報令和６年４月１日 月曜日 （号 外−33）



条
の
23第
３
項
）

⒀
流
行
初
期
医
療
の
確
保
に
要
す
る
費
用
の

返
還
命
令
（
法
第
36条
の
24第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
健
康
増
進
課
の
部
10
の
項
の
⑴
中
「第

⚒
条
第
⚗
号

」
を
「第

⚒
条
第
⚘
号

」

に
改
め
、
同
項
の
⑷
を
削
り
、
同
項
の
⑸
中
「⑷

」
を
「⑶

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
を
同
項
の
⑷
と

し
、
同
部
12
の
項
の
⑶
中
「第

29条
の
⚗

」
を
「第

29条
の
⚙

」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
⚖
の
表
ス

ポ
ー
ツ
推
進
課
の
部
⚒
の
項
中
「体

育
大
会
に
関
す
る

」
を
「ス

ポ
ー
ツ
大
会
に
関
す
る

」
に
改
め
、

同
項
の
⑴
中
「国

民
体
育
大
会

」
を
「国

民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「県

体
育
大

会

」
を
「県

ス
ポ
ー
ツ
大
会

」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
⚗
の
表
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
の
部
⚕
の

項
の
⑴
中
「林

業
経
営
改
善
計
画
の
認
定
（
法
第
⚓
条
第
⚑
項
）
そ
の
他
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

」
を
「金

融
機
関
に
対
す
る
資
金
の
供
給
（
法
第
⚖
条
第
⚑
項
第
⚒
号
）

」
に
改
め
、
同
表
農
村

整
備
課
の
部
⚑
の
項
の
⛍
中
「⛌

」
を
「⛍
」
に
改
め
、
同
項
中
⛍
を
⛎
と
し
、
⑾
か
ら
⛌
ま
で
を
⑿

か
ら
⛍
ま
で
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾
施
設
管
理
土
地
改
良
区
の
組
織
変
更
の
認

可
（
法
第
76条
の
５
第
２
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚗
の
表
森
林
企
画
課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
林
業
経
営
基
盤

の
強
化
等
の
促
進

の
た
め
の
資
金
の

融
通
等
に
関
す
る

暫
定
措
置
法
（
昭

和
54年
法
律
第
51

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務

⑴
基
本
構
想
の
策
定
又
は
変
更
（
法
第
２
条

の
２
第
１
項
）

〇

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚗
の
表
水
産
振
興
課
の
部
中
14
の
項
を
15
の
項
と
し
、
13
の
項
を
14
の
項
と
し
、
12
の

項
を
13
の
項
と
し
、
同
部
11
の
項
の
⑶
中
「第

24条
第
⚑
項

」
を
「第

29条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
部

中
11
の
項
を
12
の
項
と
し
、
⚘
の
項
か
ら
10
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
⚗
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

８
特
定
水
産
動
植

物
等
の
国
内
流
通

の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
（
令
和

２
年
法
律
第
79

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施

⑴
勧
告
及
び
命
令
（
法
第
７
条
）
そ
の
他
の

法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

行
に
関
す
る
事
務

別
表
第
三
の
⚗
の
表
漁
港
漁
場
整
備
課
の
部
⚑
の
項
中
「漁

港
漁
場
整
備
法

」
を
「漁

港
及
び
漁
場

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
の
⒂
中
「⒁

」
を
「⚪

」
に
改
め
、
同
項
の
⒂
を
同
項
の

⚫
と
し
、
同
項
の
⒁
中
「第

41条
第
⚑
項

」
を
「第

67条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⒁
を
⚪
と
し
、

⒀
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒁
活
用
推
進
計
画
の
策
定
（
法
第
41条
第
１

項
）

〇

⒂
実
施
計
画
の
作
成
及
び
認
定
の
申
請
（
法

第
42条
第
１
項
）

〇

⒃
実
施
計
画
の
認
定
（
法
第
43条
第
１
項
）

〇

⒄
実
施
計
画
に
係
る
勧
告
及
び
認
定
の
取
消

し
（
法
第
45条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⒅
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
（
法
第
48

条
、
第
52条
第
１
項
）

〇

⒆
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
移
転
の
許
可

（
法
第
55条
第
２
項
）

〇

⒇
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
存
続
期
間
の
更

新
（
法
第
57条
第
３
項
）

〇

⚦
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
取
消
し
等
（
法

第
59条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⚧
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
者
に
対
す
る
損
失

補
償
（
法
第
60条
第
１
項
）

〇

⚨
漁
港
協
力
団
体
の
指
定
（
法
第
61条
第
１

項
）

〇

⚩
漁
港
協
力
団
体
に
対
す
る
命
令
及
び
指
定

の
取
消
し
（
法
第
63条
第
２
項
、
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
監
理
課
の
部
⚗
の
項
中
「建

設
工
事
に
関
す
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る

法
律

」
を
「建

設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
表
技
術
管
理
課
の

部
中
⚑
の
項
を
削
り
、
同
部
⚒
の
項
中
「建

設
工
事
に
関
す
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

」

を
「建

設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
⚑
の
項
と
し
、

同
表
道
路
整
備
課
の
部
⚑
の
項
の
⒅
中
「第

47条
の
⚘
第
⚑
項

」
を
「第

47条
の
18第

⚑
項

」
に
改

め
、
同
項
の
⒆
中
「第

47条
の
11第

⚑
項

」
を
「第

47条
の
21第

⚑
項

」
に
改
め
、
同
表
都
市
計
画
課

の
部
11
の
項
の
⑸
中
「又

は
変
更
の
協
議

」
を
削
り
、
「第

25条
の
11第

⚒
項

」
を
「第

25条
の
23第

⚒
項

」
に
改
め
、
「、

第
⚗
項

」
を
削
り
、
同
表
砂
防
課
の
部
⚔
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
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⑵
設
計
単
価
表
及
び
歩
掛
表
の
提
出
（
公
共

土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施

行
令
（
昭
和
26年

政
令
第
107号

）
第
６
条

第
２
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
の
⑶
中
「建

築
主
事

」
を
「建

築
主
事
及
び
建
築
副

主
事

」
に
、
「第

⚔
条
第
⚗
項

」
を
「第

⚔
条
第
⚙
項

」
に
改
め
、
同
部
⚙
の
項
の
⑵
中
「建

築
主

事

」
を
「建

築
主
事
又
は
建
築
副
主
事

」
に
改
め
、
同
部
10
の
項
中
「建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す
る
法
律

」
を
「建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改

め
、
同
項
の
⑺
中
「建

築
主
事

」
を
「建

築
主
事
又
は
建
築
副
主
事

」
に
改
め
、
同
部
11
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

11
宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土
等
規
制

法
（
昭
和
36年
法

律
第
191号

。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
の
指
定
等

（
法
第
10条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⑵
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
指
定
等
（
法
第

26条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⑶
造
成
宅
地
防
災
区
域
の
指
定
の
解
除
（
宅

地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
４
年
法
律
第
55号
）
附
則
第
２
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
に
よ
る

改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
36年

法
律
第
191号

）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
20条
第
２
項
）

〇
⑷
防
災
措
置
の
勧
告
（
旧
法
第
21条

第
２

項
）

〇

⑸
改
善
命
令
（
旧
法
第
22条
第
１
項
、
第
２

項
）

〇

⑹
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
⚓
の
表
自
然
保
護
課

の
部
⚔
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
四
月
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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